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令和５年伊那市告示第８０号 

 

伊那市宅地開発促進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条　この告示は、市内への移住定住を促進するため、宅地を開発する者に対し、

予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊那市補助金等交付規則（平成１８

年伊那市規則第３５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

（定義） 

第２条　この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 開発行為　都市計画法（昭和４３年法律１００号）第２９条に規定する開発行

為の許可並びに伊那市開発行為の調整に関する条例（平成１８年伊那市条例第　

１４７号）第７条に規定する開発行為の届出及び協議をいう。 

(2) 農地転用　農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４条及び第５条に規定する

農地の転用に関する許可をいう。 

（補助対象者） 

第３条　補助金の交付の対象となる者は、市内に宅地を開発する法人又は個人事業主

とする。 

　（補助対象経費、交付要件及び補助率等） 

第４条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、交付要

件及び補助率等は、次の表のとおりとする。 

 補助対象経費 交付要件 補助率等

 宅地の造成工事

に要する経費

市内に開発される宅地で２００

平方メートル以上の分譲区画が

３区画以上あるものとする。

１０分の１０以内の額。た

だし、１区画当たり３０万

円を上限とする。

 伊那市田舎暮らしモデル地域事

業実施要綱（平成２６年伊那市

告示第１８６号）の規定により

指定を受けたモデル地域に開発

される宅地で１５０平方メート

ル以上の分譲区画が１区画以上

あるものとする。なお、対象の

土地に建築する建物は戸建住宅

又は住宅部分の床面積の合計が

全体の床面積の２分の１以上の

併用住宅に限らず、集合住宅も
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２　前項の補助金の額に１,０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる

ものとする。 

（補助金の交付申請） 

第５条　補助金の交付を受けようとする者は、伊那市宅地開発促進事業補助金交付申

請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して市長に申請するものとする。 

(1) 位置図、計画平面図、計画縦横断図及び地籍測量図 

(2) 公図の写し 

(3) 土地登記事項証明書 

(4) 宅地開発前の現況写真 

(5) 開発行為を必要とする場合は、その許可書等の写し 

(6) 農地転用を必要とする場合は、その許可書の写し 

(7) 当該宅地開発に係る収支予算書 

(8) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第６条　市長は、前条の申請があったときは、内容を審査するとともに必要に応じて

現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金等交付決定通知書（規則様式第２

号）により通知するものとする。 

（変更の承認申請） 

第７条　前条に規定する通知を受けた者は、その通知を受けた後において、補助事業

の内容を変更しようとするときは、伊那市宅地開発促進事業補助金変更申請書（様

式第２号）を市長に提出するものとする。 

（実績報告） 

第８条　補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、補助事業等実績報

告書（規則様式第３号）により、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければな

らない。 

(1) 土地登記事項証明書 

(2) 宅地開発後の現況写真 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の確定） 

第９条　市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と

認めたときは、補助金等確定通知書（規則様式第４号）により通知するものとする。 

（補助金交付の請求） 

第１０条　補助金の交付を請求しようとするときは、伊那市宅地開発促進事業補助金

交付請求書（様式第３号）を市長に提出して行うものとする。 

（補助金の取消し等） 

第１１条　市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の

決定を取り消すものとする。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

 可とする。
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(2) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令又はこの告示に違反し

たとき。 

２　市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該

取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を求め

るものとする。 

（適用除外） 

第１２条　この告示の規定は、過疎地域集落整備事業(昭和５２年度から昭和５８年

度までの間に伊那市高遠町芝平地区又は荊口地区において実施されたものに限

る。)による集落移転の対象となった区域における事業については、適用しない。 

（補則） 

第１３条　この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

附　則 

（施行期日） 

１　この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

　（この告示の失効） 

２　この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

附　則（令和８年２月２７日告示第４１号） 

（施行期日） 

１　この告示は、令和８年３月３１日から施行する。ただし、伊那市宅地開発促進事

業補助金交付要綱第４条の改正規定は、同年４月１日より施行する。 

　（経過措置） 

２　この告示による改正後の伊那市宅地開発促進事業補助金交付要綱第４条の規定は、

令和８年４月１日以後に申請のあった補助金について適用し、同日前に申請のあっ

た補助金の交付については、なお従前の例による。 

　（この告示の失効） 

３　この告示は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。 
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様式第１号（第５条関係） 

 

伊那市宅地開発促進事業補助金交付申請書 

　　年　　月　　日 

（宛先）伊那市長 

申請者　住　所　　　　　　 

氏　名　　　　　　　　　　 

連絡先　　　 

 

　次のとおり伊那市宅地開発促進事業補助金の交付を申請します。 

　なお、この申請に当たり、私が伊那市に収めるべき市税及び分担金、使用料その他

の歳入の納付状況を確認することに同意します。 

（添付書類） 

１　位置図、計画平面図、計画縦横断図及び地籍測量図 

２　公図の写し 

３　土地登記事項証明書 

４　宅地開発前の現況写真 

５　開発行為を必要とする場合は、その許可書等の写し 

６　農地転用を必要とする場合は、その許可書の写し 

７　当該宅地開発に係る収支予算書 

８　その他市長が必要と認める書類 

 
宅地開発の実施場所 伊那市　　　　　　　　　　　　　　　　　番地

 

宅地開発の内容

区画数

 
区画ごとの面積

 
着工予定年月日 　　　　　年　　　月　　　日

 
完了予定年月日 　　　　　年　　　月　　　日

 
経費見込額               円

 
補助金申請額 　　　　　　　　　　　　　　円
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様式第２号（第７条関係） 

 

伊那市宅地開発促進事業補助金変更申請書 

 

年　　月　　日　 

（宛先）伊那市長 

 

申請者　住　所　　　　　　 

氏　名　　　　　　　　　　 

連絡先　　　 

 

　伊那市宅地開発促進事業補助金交付要綱第７条の規定により補助金交付申請の変更

について、関係書類を添えて申請します。 

添付書類 

　変更内容の分かる書類 

 

 
交付決定年月日 年　　　月　　　日

 
交付決定番号 第　　　　　　　号

 

変更の内容 　

 

変更の理由
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様式第３号（第１０条関係） 

 

伊那市宅地開発促進事業補助金交付請求書 

年　　月　　日　 

 

（宛先）伊那市長　 

 

申請者　住　所 

氏　名 

連絡先 

 

　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で交付決定及び確定のあった、伊那市

宅地開発促進事業補助金について、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１　請求額　　　　　金　　　　　　　　　　　　　　　　円 

 

２　振込先 

 

 

 

 
金融機関名

銀行・金庫　　　　　　　　 本店 

組合・農協　　　　　 支店・支所

 
口座の種類 　普通　・　当座　・　その他（　　　　　　　　　　　）

 口座番号 （右詰めで記入）

 

口座名義人

（ふりがな）

 


